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大阪市建設局工事請負共通仕様書 ３ 公園緑化土木工事編  一部改訂 令和８年４月１日以降契約分より適用 

改 定 前 改 定 後 

目 次 

 

中 略 

第５節  道路維持：植栽維持工（樹木・芝生管理工） 

公－１－７－５－13 樹勢調査、巡視点検 

中 略 

 

目 次 

 

中 略 

第５節  道路維持：植栽維持工（樹木・芝生管理工） 

公－１－７－５－13 巡視点検 

中 略 
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大阪市建設局工事請負共通仕様書 ３ 公園緑化土木工事編  一部改訂 令和８年４月１日以降契約分より適用 

改 定 前 改 定 後 

第１章 一 般 施 工 

 

中 略 

第３節  共通的工種 

中 略 

公－１－１－３－３ 公園土工 

中 略 

２．公園土工 

中 略 

 (6)残土処理工 

   残土処理工は、道－１－１－３－３土工第２項河川土工(6)残土処理工の規定による 

ものとする。 

第１章 一 般 施 工 

 

中 略 

第３節  共通的工種 

中 略 

公－１－１－３－３ 公園土工 

中 略 

２．公園土工 

中 略 

 (6)残土処理工 

   残土処理工は、道－１－１－３－３土工第２項河川土工(7)残土処理工の規定による 

ものとする。 
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大阪市建設局工事請負共通仕様書 ３ 公園緑化土木工事編  一部改訂 令和８年４月１日以降契約分より適用 

改 定 前 改 定 後 

第２章 基 盤 整 備 

 

中 略 

第８節  公園施設等撤去・移設工 

中 略 

公－１－２－８－５ 伐採工 

１. 受注者は、伐採の施工にあたっては、下記の事項によらなければならない。  

(1) 受注者は、高木伐採、中低木伐採及び枯損木処理の施工にあたっては、原則として抜 

根までを含めて行わなければならない。抜根を行わない場合は、設計図書の指示による 

ものとする。 

中 略 

 

第２章 基 盤 整 備 

 

中 略 

第８節  公園施設等撤去・移設工 

中 略 

公－１－２－８－５ 伐採工 

１. 受注者は、伐採の施工にあたっては、下記の事項によらなければならない。  

(1) 受注者は、高木伐採、中低木伐採、地被植物伐採及び枯損木処理の施工にあたっては、原則と 

して抜根までを含めて行わなければならない。抜根を行わない場合は、設計図書の指示によるも 

のとする。 

中 略 
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大阪市建設局工事請負共通仕様書 ３ 公園緑化土木工事編  一部改訂 令和８年４月１日以降契約分より適用 

改 定 前 改 定 後 

第３章 植 栽  

中 略 

第３節  植 栽 工 

中 略 

 公－１－３－３－２ 材 料 

中 略 

６．植栽工で使用する客土は、樹木の生育を害する物質を含まないもので、共－１－２－２－ 

１土 第２項盛土及び植栽用客土の規定によるものとし、有害な粘土、瓦礫、ごみ、雑草、 

ササ根等が混入していてはならない。ただし、特に指定する場合は、設計図書の特記による。 

なお、 受注者は、肥料、土壌改良材、マルチング材を使用する場合、設計図書で指定され 

たもの又は同等品以上のものとし、使用前に見本等を提出し、監督職員の承諾を得なければ 

ならない。 

中 略 

 (6)パーライトは黒耀石系とし、φ4～25mmとする。 

 (7) 珪藻土は焼成粒とし、φ2mm程度とする。 

(8)肥料・土壌改良材はすべてそれぞれの品質に適した包装あるいは容器に入れられているも 

ので、種類（成分表）、容量等が明記されているものでなければならない。 

ただし、本市支給品はこの限りではない。 

 (9)受注者は、本市支給品を使用する場合、監督職員から発行された請求伝票により指定する 

場所で支給品を受け取らなければならない。また、同時に交付書を受取り、監督職員に提 

出するものとする。 

 (10)土壌改良材において、改良型混合材（パーライト、珪藻土、活性堆肥の３種混合）を使 

用する場合は、下記の規定によらなければならない。 

① 混合剤に使用する各材料は本条第５～８項に準拠しなければならない。 

② 混合比率は容量比とし、パーライト：珪藻土：活性堆肥＝２５：２５：５０％とする。  

③ 混合材は均等に攪拌されていることとし、材料の偏りがあってはならない。 

④ 袋は混合材が視認でき内容量等が表記されていなければならない。  

⑤ 改良型混合材使用に先立ち、品質証明書並びに配合証明として計量証明事業登録所の 

分析試験書を監督職員に提出し、承諾を受けること。 

第３章 植 栽  

中 略 

第３節  植 栽 工 

中 略 

 公－１－３－３－２ 材 料 

中 略 

６．植栽工で使用する客土は、樹木の生育を害する物質を含まないもので、共－１－２－２－ 

１土 第２項盛土及び植栽用客土の規定によるものとし、有害な粘土、瓦礫、ごみ、雑草、 

ササ根等が混入していてはならない。ただし、特に指定する場合は、設計図書の特記による。 

なお、 受注者は、肥料、土壌改良材、マルチング材を使用する場合、設計図書で指定され 

たもの又は同等品以上のものとし、使用前に見本等を提出し、監督職員の承諾を得なければ 

ならない。 

中 略 

(6)流紋岩系焼成材（発砲の有無は問わない）の最大粒径はφ３～５mm程度とする。 

(7)肥料・土壌改良材はすべてそれぞれの品質に適した包装あるいは容器に入れられているも 

ので、種類（成分表）、容量等が明記されているものでなければならない。 

ただし、本市支給品はこの限りではない。 

(8)受注者は、本市支給品を使用する場合、監督職員から発行された請求伝票により指定する 

場所で支給品を受け取らなければならない。また、同時に交付書を受取り、監督職員に提 

出するものとする。 
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大阪市建設局工事請負共通仕様書 ３ 公園緑化土木工事編  一部改訂 令和８年４月１日以降契約分より適用 

改 定 前 改 定 後 

中 略 

公－１－３－３－３ 高木植栽工 

中 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 略 

公－１－３－３－３ 高木植栽工 

中 略 
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大阪市建設局工事請負共通仕様書 ３ 公園緑化土木工事編  一部改訂 令和８年４月１日以降契約分より適用 

改 定 前 改 定 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
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 大阪市建設局工事請負共通仕様書 ３ 公園緑化土木工事編  一部改訂 令和８年４月１日以降契約分より適用 

改 定 前 改 定 後 

中 略 

第５節 樹木整姿工 

中 略 

公－１－３－５－３ 高中木整姿工 

中 略 

13. 受注者はフジの剪定にあたっては、下記の事項によらなければならない。 

  (1)フジの剪定時期、剪定目的、仕立て等は、監督職員の指示によるものとする。 

中 略 

(3)剪定にあたっては、枯枝、混み枝、徒長枝及び藤棚から外へ伸びた枝や垂れ下がった枝を 

切除し、必要に応じて誘引結束を行うものとする。ただし、藤棚を形成する途中において 

は、主枝形成を主眼に、棚に均等に広がるよう誘引を行うこと。なお、花芽分化時期（概 

ね６～７月）以降については、できるだけ花芽（分化見込みのものを含む）を残すよう注 

意すること。 

中 略 

公－１－３－５－４ 低木整姿工 

中 略 

４．受注者は、樹高が著しく高くなっている場合において、樹高の切下げを行う場合は、太枝 

の切除も行いながら、全体の樹形を整えながら刈り込みを行うものとし、太枝の切断は、剪 

定鋸などで丁寧に行い、監督職員の指示のもと指定する高さにそろえなければならない。 

 

 

 

 

中 略 

第６節 樹木保全工 

中 略 

公－１－３－６－２ 樹木調査工 

 １．受注者は、巡視点検並びに樹勢調査にあたっては、下記の事項によらなければならない。 

(1)巡視点検は、本市所管の街路樹、公園樹を対象とし、１日の作業は、原則として１行政区 

 

中 略 

第５節 樹木整姿工 

中 略 

公－１－３－５－３ 高中木整姿工 

中 略 

13. 受注者はつる性植物の剪定にあたっては、下記の事項によらなければならない。 

 (1)つる性植物の剪定時期、剪定目的、仕立て等は、監督職員の指示によるものとする。 

中 略 

(3)剪定にあたっては、枯枝、混み枝、徒長枝及び棚から外へ伸びた枝や垂れ下がった枝を 

切除し、必要に応じて誘引結束を行うものとする。ただし、棚を形成する途中において 

は、主枝形成を主眼に、棚に均等に広がるよう誘引を行うこと。なお、花芽分化時期以降 

については、できるだけ花芽（分化見込みのものを含む）を残すよう注意すること。 

 

中 略 

公－１－３－５－４ 低木整姿工 

中 略 

４．受注者は、太枝の切除も行いながら、全体の樹形を整えながら刈り込みを行うものとし、太 

 枝の切断は、剪定鋸などで丁寧に行い、監督職員の指示のもと指定する高さにそろえなけれ 

ばならない。 

中 略 

９．受注者は、切縮めを行う場合は、全体の樹形を整えながら刈り込みを行うものとし、切り 

口が鋭角にならないように剪定鋸などで丁寧に行い、監督職員の指示のもと指定する高さに 

そろえなければならない。 

中 略 

第６節 樹木保全工 

中 略 

公－１－３－６－２ 樹木調査工 

 １．受注者は、巡視点検にあたっては、下記の事項によらなければならない。 

(1)巡視点検は、本市所管の街路樹、公園樹を対象とし、１日の作業は、原則として１行政区 
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 大阪市建設局工事請負共通仕様書 ３ 公園緑化土木工事編  一部改訂 令和８年４月１日以降契約分より適用 

改 定 前 改 定 後 

単位または監督職員の指示する街路樹路線及び公園に対して、生育状況・病害虫の発生状 

況・損傷状況・枝折れや枯死の状況などの項目に従い、巡視点検を行うものである。この 

作業には危険枝や軽度な障害枝の除去、緊急を要する際の通行人に対する安全確保等の作 

業を含むものとする。 

 

 

中 略 

公－１－３－６－４ 潅水工 

１．受注者は、潅水の作業にあたっては、下記の事項によらなければならない。 

中 略 

(3)作業にあたり、積載する機器材と潅水用水を含めた総重量は、使用するトラックの最大積 

載量を超えてはならない。また、使用するトラックは、スピーカー等放送設備を有してい 

ることとする。 

(4)標準施用量は、１㎡当たり５～10ℓを目安とするが、土壌状態、樹勢等により潅水量の変 

更を指示することがある。なお、１日当たりの潅水量は、概ね10㎥以上とする。 

 

中 略 

公－１－３－６－６ 防除工 

１．本条は、防除工のうち、薬剤散布及び巣網剪除について規定する。 

  ２．受注者は薬剤散布にあたっては、下記の事項によらなければならない。 

 

   (1)受注者は、薬剤散布にあたっては、農林水産省消費・安全局長並びに環境省水・大気環境 

局長通知「住宅地等における農薬使用について」（平成25年4月26日付け、25消安第175号 

並びに環水大土発第1304261号）を遵守し、作業しなければならない。 

   (2)受注者は、監督職員の指示により薬剤散布に関する事前予告と後片付けを行うものとし、 

その作業は原則として下記の事項によらなければならない。 

①薬剤散布にあたって、本市所管の街路樹、公園樹を対象とし、監督職員の指示する樹木 

及び区域・区間に対して、薬剤散布前に住民等へ薬剤散布の予告を文書により行うとと 

もに、散布後の文書の回収を行うものである。 

中 略 

単位または監督職員の指示する街路樹路線及び公園に対して、樹木巡視点検調査表の項目 

に従い、巡視点検を行うものである。この作業には危険枝や軽度な障害枝の除去、緊急を 

要する際の通行人に対する安全確保等の作業を含むものとする。 

中 略 

２．受注者は、巡視点検及び樹木医診断にあたっては、建設局の規定する樹木点検マニュアル 

によらなければならない。 

中 略 

公－１－３－６－４ 潅水工 

１．受注者は、潅水の作業にあたっては、下記の事項によらなければならない。 

中 略 

(3)作業にあたり、積載する機器材と潅水用水を含めた総重量は、使用するトラックの最大積 

載量を超えてはならない。 

 

(4)標準施用量は、１㎡（高木については１本）当たり20ℓを目安とするが、土壌状態、樹勢等 

により潅水量の変更を指示することがある。なお、１日当たりの潅水量は、概ね10㎥以上と 

する。 

中 略 

公－１－３－６－６ 防除工 

１．本条は、防除工について規定する。 

２．受注者は薬剤散布及び樹幹塗布（※以下、防除作業とする）にあたっては、下記の事項に 

よらなければならない。 

(1)受注者は、防除作業にあたっては、農林水産省消費・安全局長並びに環境省水・大気環境 

局長通知「住宅地等における農薬使用について」（平成25年4月26日付け、25消安第175号 

並びに環水大土発第1304261号）を遵守し、作業しなければならない。 

   (2)受注者は、監督職員の指示により防除作業に関する事前予告と後片付けを行うものとし、 

その作業は原則として下記の事項によらなければならない。 

① 作業にあたって、本市所管の街路樹、公園樹を対象とし、監督職員の指示する樹木及び 

区域・区間に対して、住民等へ作業予告を文書により行うこと。 

中 略 
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大阪市建設局工事請負共通仕様書 ３ 公園緑化土木工事編  一部改訂 令和８年４月１日以降契約分より適用 

改 定 前 改 定 後 

    ④作業は、病害虫発生後早期に薬剤散布の予告をする必要があるため、本市の要請に対し、 

速やかに対処できるように常に作業体制を整えておかなければならない。 

⑤貼り付けた文書については、薬剤散布後も存置し、監督職員の指示する日数を経過後速 

やかに回収をするものとする。  

なお、事前に掲示した場所及び枚数等を把握し、回収漏れがないよう努めなければなら 

ない。 

中 略 

 (3)受注者は、薬剤散布にあたっては、下記の事項によらなければならない。 

中 略 

 ②薬剤散布に先立ち、使用機器を含めた作業計画を予め作成し、監督職員の承諾を得なけ 

ればならない。 

 ③使用薬剤、散布量、希釈倍率等はすべて監督職員の指示に従い、葉の表裏を含め樹木全 

体に過不足なく均一に散布しなければならない。また、散布用機器類は散布対象樹木の 

形状に適したものを使用するとともに、散布にあたっては飛散防止に最大限配慮するこ 

と。 

中 略 

⑤設計図書に特記のない場合、薬剤及び水は本市が支給するものとし、防除作業表示幕及 

び放送用テープは貸与する。 

中 略 

⑧薬剤散布作業にあたって、散布薬剤を作業当日に担当公園事務所より受取り、監督職員 

の指示する配合に調製しなければならない。  

なお、設計図書の特記により、受注者が薬剤を準備する場合であっても、配合調整は作 

業当日に行わなければならない。  

⑨薬剤の調製に関しては、当日に散布する量を計算の上、当日散布に必要な量のみを調製 

しなければならない。本市が支給した薬剤の空容器は、中を洗浄のうえ担当公園事務所 

へ返納すること。  

なお、容器を洗浄した溶液は、散布用混合液に混入し散布溶液として使用することとし、 

下水や河川、植栽地等に放流や投棄をしてはならない。  

中 略 

    ④作業は、病害虫発生後早期に作業予告をする必要があるため、本市の要請に対し、速や 

かに対処できるように常に作業体制を整えておかなければならない。 

⑤貼り付けた文書については、作業後も存置し、監督職員の指示する日数を経過後速やか 

に回収をするものとする。  

なお、事前に掲示した場所及び枚数等を把握し、回収漏れがないよう努めなければなら 

ない。 

中 略 

 (3)受注者は、防除作業にあたっては、下記の事項によらなければならない。 

中 略 

 ②作業に先立ち、使用器具を含めた作業計画を予め作成し、監督職員の承諾を得なければ 

ならない。 

 ③使用薬剤、防除作業量、希釈倍率等はすべて監督職員の指示に従い、葉の表裏を含め樹 

 木全体に過不足なく均一に散布及び塗布しなければならない。また、防除用器具類は対 

象樹木の形状に適したものを使用するとともに、作業にあたっては飛散防止に最大限配 

慮すること。 

中 略 

⑤設計図書に特記のない場合、薬剤及び水は本市が支給するものとし、放送用音声データ 

は貸与する。 

中 略 

⑧作業にあたって、薬剤を作業当日に担当公園事務所より受取り、監督職員の指示する配 

合に調製しなければならない。  

なお、設計図書の特記により、受注者が薬剤を準備する場合であっても、配合調整は作 

業当日に行わなければならない。  

⑨薬剤の調製に関しては、当日に使用する量を計算の上、必要な量のみを調製しなければ 

ならない。本市が支給した薬剤の空容器は、中を洗浄のうえ担当公園事務所へ返納する 

こと。  

なお、容器を洗浄した溶液は、防除用混合液に混入し防除溶液として使用することとし、 

下水や河川、植栽地等に放流や投棄をしてはならない。  

中 略 
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改 定 前 改 定 後 

 ⑪作業に際し、付近住民及び通行人に注意を促すために、散布予告放送を行わなければな 

らない。 

中 略 

⑬作業を行う際は、人・動物、建造物、車両等に影響を及ぼさないよう散布場所周辺、風 

向き等に注意しなければならない。万一事故が発生したときは臨機応変に応急処置を行 

い、速やかに、監督職員に状況を報告するとともに、受注者の責任において迅速に対応 

しなければならない。なお、処置の進捗状況及び完了時には随時速やかに監督職員に報 

告すること。 

中 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪作業前に、付近住民及び通行人に注意を促すために、放送用音声データを用い周知し、 

作業を行わなければならない。 

中 略 

⑬作業を行う際は、人・動物、建造物、車両等に影響を及ぼさないよう作業場所周辺、風 

向き等に注意しなければならない。万一事故が発生したときは臨機応変に応急処置を行 

い、速やかに、監督職員に状況を報告するとともに、受注者の責任において迅速に対応 

しなければならない。なお、処置の進捗状況及び完了時には随時速やかに監督職員に報 

告すること。 

中 略 

３．受注者は、薬剤打込にあたっては、下記の事項によらなければならない。 

(1)害虫の発生前に打込を完了しないと効果がないため（打込み数日後に効果発揮、約２ヶ月 

 持続）、監督職員が指示する期間に必ず完了すること。 

(2)作業に使用する電動ドリルはカプセルの形状に適合した径とし、地上150mm以下に規定間 

 隔で穴を開け施工すること。 

(3)カプセルは装着した後に殺菌癒合剤を塗布すること。打込み２回目以降は、前回打込み箇 

 所より100mm上部で打込むこと。 

４．受注者は、薬剤注入にあたっては、下記の事項によらなければならない。 

(1)施工時期は基本的に着葉期とする。 

(2)薬剤を注入する部位は、地際部を標準とする。孔は、明らかな腐朽部、害虫の食害部を避 

け、全方位にバランスよく配置すること。 

(3)対象樹木への注入高さ・直径・深さ・角度・量については、薬剤ごとの用法用量を遵守の 

 上使用すること。 

(4)株立ちで地際部への施工が困難な場合は、各幹枝の幹枝元に施工すること。  

(5)穿孔前に、注入部周辺に付着している土ほこり等は手ホウキ等で清掃すること。 

(6)注入後、殺菌癒合剤を塗布すること。 

(7)施工した樹木を誤って食用すると健康被害を起こす恐れがあるため、施工後、施工した旨 

 を周辺通行者へ通知文（ラミネートフィルム処理等）により掲示すること。 
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 ３．受注者は、害虫等防除にかかる巣網剪除にあたっては、下記の事項によらなければならな 

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．受注者は、害虫等防除にかかる巣網剪除にあたっては、下記の事項によらなければならな 

い。 
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大阪市建設局工事請負共通仕様書 ３ 公園緑化土木工事編  一部改訂 令和８年４月１日以降契約分より適用 

改 定 前 改 定 後 

第７章 道路植栽 

 

中 略 

第５節  道路維持：植栽維持工（樹木・芝生管理工） 

中 略 

公－１－７－５－13 樹勢調査、巡視点検 

受注者は、樹勢調査並びに巡視点検については、公－1－３－６－２樹木調査工の規定に

よらなければならない。 

 

 

第７章 道路植栽 

 

中 略 

第５節  道路維持：植栽維持工（樹木・芝生管理工） 

中 略 

公－１－７－５－13 巡視点検 

受注者は、巡視点検については、公－1－３－６－２樹木調査工の規定によらなければなら

ない。 
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